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第３章 公共施設等の災害復旧 

 
事故発生時における電力施設、通信施設、ガス施設、水道施設、道路施設及び港湾施設に被害が及び   

その機能が停止したときは、早急に災害復旧の必要な措置を行う。 
 
第１節 電気施設（東京電力パワーグリッド（株）） 

災害発生時における電気施設の応急復旧についてはあらゆる種類の応急対策及び復旧の推進上欠くこと

のできないものであり、電力の復旧が仮に大幅に遅延した場合、各種の対策に大きな支障を与えることは、

必然と思われる。したがって災害発生時の場合、優先的に送電されるところは、水道、新聞、放送、ガス、

鉄道、排水設備、県庁、市役所、警察、電報電話、避難収容施設、その他重要施設とする。 
特に、特別防災区域の供給対策は県内関係各機関及び防災本部との情報連絡を強化し、応急復旧の確保に

当たるが各特定事業所に送電されるまでの期間は非常電源を中心に対策を進めておくべきである。 
 
１ 特別防災区域内の各支社 

区域 各支社（所在地） 連絡窓口 

京葉臨海北部地区 
千葉総支社 

千葉市中央区富士見2-9-5 
050(3181)2975(代表) 

京葉臨海中部地区 

京葉臨海南部地区 
木更津支社 

木更津市貝渕3－13－40 
0438(23)3551 

 
 
２ 情報連絡系統 

特別防災区域に係る災害等で送・配電線等施設の応急復旧のための、情報連絡系統は次のとおり   

である。 
 

災害発生時の情報連絡系統図                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 非常災害対策の組織構成 

特別防災区域における東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社の非常災害対策本部ならびに各支部の組

織構成は次のとおりである。 
 

通報・出動要請 
消防本部      

現場派遣 復旧計画連絡 
発生事業所 復旧班編成 

出動要請 情報収集 
請 負 会 社       

千葉総支社 
木更津支社 



東京電力パワーグリッド(株)千葉総支社非常災害対策本部・各支部組織構成図
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４ 送電の切替計画 

特別防災区域への送電の切替計画は次のとおりである。 
コンビナート地区における電力は監視、制御など重要な中枢性能として使用されているため、災害  

発生時にも需要家設備の事故未然防止の見地から原則的には送電の継続に努める。 
万一、特高需要家の送電設備又は特高送電線付近の災害により、特高送電線が危険となった場合、  

特高受電所運用申合書などにより特高需要家及び、東電ＰＧ関係箇所と打合せ、特高送電線の系統切替、  

送電停止の処置を行う。 
 

コンビナート地帯の災害発生時の特高送電線の処置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情 報） 

（処 理） 

電力設備への影響度緊急性から要請 
 

各事業所特高受電所 
  責 任 者 

東電ＰＧ㈱ 変・送電設備 

千葉給電所       
当直 責任者 

系統切替、送電停止処置 

各事業所特高受電所           
東電ＰＧ㈱ 変・送電設備 

責 任 者       
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第２節 通信施設（東日本電信電話（株）） 

１ 基本方針 

会社は、電気通信事業の公共性にかんがみ、国の防災基本計画に協力し、災害時等においても可能な限

り電気通信サービスを維持し重要通信を疎通させるよう、次により防災対策の推進と、防災体制の確立を

図る。 
（１）平素から設備自体を物理的に強固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備を構築する。 
（２）通信ネットワークの一部の被災が他に重大な影響を及ぼさないよう通信網についてシステムとして

の信頼性の向上を図る。 
（３）災害時に重要通信を疎通させるための通信手段を確保する。 
（４）災害を受けた通信設備をできるだけ早く復旧する。 
（５）災害復旧及び被災地における情報流通についてお客様、国、地方自治体、ライフライン事業者及び報

道機関等と連携を図る。 
 

２ 情報連絡系統 

特別防災区域に係る災害等で通信施設の応急復旧のための情報連絡系統は次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 被災通信施設の応急復旧 

石油コンビナート地域における災害発生に伴い、当該支店の通信施設が被災した場合は速やかに通信

施設の復旧に努めなければならない。この場合の具体的実施方法は、「東日本電信電話株式会社災害等対

策規程」（社長達東第８０－２４号令和４年３月３０日）、（以下「規程等」という。）によることとし、

その内容は下記のとおりである。 
（１）災害対策本部又は情報連絡室の設置 

通信施設の迅速かつ的確な復旧を図るため規程等に基づき災害対策本部又は情報連絡室を設置する。 
 
 
 
 

被 災 現 場          

東日本電信電話㈱千葉事業部 

東日本電信電話㈱本社 

管 内 他 営 業 支 店 

市町村災害対機関 
関連他機関 等 

千葉県災害対策機関 
関連他機関 等 

ネットワークオペレーションセンター 

国災害対策機関 
関連他機関 等 
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（２）東日本電信電話㈱千葉事業部災害対策本部組織図 
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４ 電信電話施設防災計画 

施設の現況のうち、建物等に係る計画は次のとおりである。 
（１）建物設備 

建築基準法による、耐震設計を行っている。耐震設計目標は、震度６強に対し軽微な損傷、震度７に

対しては倒壊を回避する。 
（２）局内設備 

ア 交換機等は、キャビネット型設備（自立型）の導入を促進し、耐震性の強化を図る。 
イ 通信設備の周辺装置（パソコン等）については、転倒防止対策を実施する。 

（３）局外設備 
ア 土木設備 
（ア）マンホール、ハンドホール及び埋設管路から構成されており、管路の接続には、離脱防止    

継ぎ手等を使用して耐震性を高めている。 
（イ）構造系の異なる接続部は、フレキシブルジョイント化により耐震性を強化する。 
（ウ）耐震性の高い、中口径管路の導入を促進する。 
（エ）マンホール等の埋設物の液状化対策にも配慮する。 
イ 線路設備 
（ア）中継ケーブル網設備の２ルート化及び地中化を推進する。 
（イ）幹線系ルートは、プライオリティー付けを行い、高規格中口径管路、とう道に収容し、設備の耐

震性強化を図る。 
（４）無線整備等 

衛星通信移動無線車(ポータブル衛星車)、移動無線車（ＴＺ４０３）等を配備している。 
 

５ 事業計画 

震災対策としての事業計画は、電気通信設備を確保するための諸施策、防災訓練を積極的に実施して 

いる。 

 

６ 電気通信設備の応急対策計画 

震災時における、電気通信サービスの基本的な考え方は公共機関等の通信確保はもとより、被災地域に

おける通信の孤立化を防ぎ、一般通話も確保するために電気通信設備等の災害の防止を図るとともに応

急・復旧作業を迅速かつ的確に実施し通信の疎通を図る。 
（１）応急対策 

災害が発生した場合は、電源の確保、移動無線機及び移動電源車、移動無線車の発動等措置を行う

とともに災害対策本部を設置、情報の収集、伝達及び県市等と連絡を密にし、臨時回線の作成や広報

活動などの応急対策、復旧計画等の総合調整を図り速やかに実施できる体制をとる。 
 

７ 復旧対策 

広域大規模災害の場合は、発生直後、部内外関係機関の応援措置により定められた復旧順位及び復旧工

法にしたがい所要の体制をとる。 
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８ 石油コンビナート災害時における緊急通話について 

災害における迅速な通信連絡を確保するため、県・市および関係機関等は、あらかじめ東日本電信電話

（株）に対し、電話番号を指定し届出て災害時優先電話としての承認を受けておくものとする。 
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第３節 ガス施設（東京ガス㈱、東京ガスネットワーク㈱） 

１ 基本方針 

ガス施設の被災による二次災害の防止、並びに速やかな応急復旧により、社会公共施設としての機能

を維持する。 
 
２ 通報連絡体制 

（１）通報連絡 
ア 官公庁・報道機関及び支店などからの被災状況等の情報収集。 
イ 被災状況及び措置に関する関係各機関、付近住民への広報。 
ウ 連絡の内容は災害の状況、発生場所、その他必要事項とする。 

 
（２）通信連絡系統図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）無線関係 
 基地局 移動局 計 備     考 

千葉導管ネットワークセンター １ ５１ ５２  車載・携帯無線 
千   葉   支   社 ０ ０ ０   

計 １ ５１ ５２  車載・携帯無線 

社内・協力会社 

043-225-0024 0570-002299 

消防 お客様 

保安指令センター（本社） 東京ガスお客さまセンター

統括保安責任者 ガス漏れ通報専用電話 

千葉支社 

  

 

本 社 関 係 部 所

袖ヶ浦LNG基地 千葉導管ネット

ワークセンター 
東部ガスライト24 
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３ 緊急体制の確立 

（１）ガス導管の緊急事故に対しては、初動措置を迅速かつ適切に実施し、二次災害の防止に対処する  

ため、常に所定の要員・車両・資機材を確保し、事故連絡を受けると直ちに待機している緊急車が   

出動する体制になっている。 
 
（２）待機人員及び緊急車両待機台数 
  待機人員      車   両 備      考 

東部ガスライト２４ ４ 名 ２ 台  夜間待機体制 
 
（３）特別編成動員数 
  第1次 第2次 第3次 備     考 

特別出動体制（千葉地区） ７９ １０８ ２２８  

千   葉   支   社 ２ ２ ２  

計 ８１ １１０ ２３０  

 
 
（４）大規模災害の場合の組織                        

（現場本部） 
 

 
 
４ 応急指定 

（１）ガス施設又は需要家の被害状況によるガス供給の地域的遮断 
（２）導管損傷箇所のガス流出阻止 
（３）被災状況及び措置に関する関係各機関、付近住民への広報 
（４）その他状況に応じた適切な措置 
 
５ 応急復旧対策 

（１）防災本部の指示に基づき、各班は有機的な連携を保ちつつ施設の応急復旧に当たる。 
（２）施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに必要に応じて調整修理する。 
（３）供給停止地域については、供給可能な範囲で供給系統の切り替え等を行い、速やかなガス供給再開に

努める。 
（４）復旧措置に関して付近住民及び関係機関等への広報に努める。 
（５）その他、現場の状況により適切な措置を行う。 
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第４節 水道施設 

１ 上水道施設 

（１）配管施設等を管理する水道事務所、各水道事務所の支所及び浄・給水場の名称と位置 
各特別防災区域に係る配水管施設等を管理し災害時に現地対策の核となる水道事務所、それを補完

する各水道事務所の支所及び浄・給水場の名称及び位置は図－１のとおりである。 
（２）組織編成並びに要員の整備 

応急対策、復旧対策に伴う組織編成並びに要員は、「企業局水道事業震災対策基本計画」による。 
（図－２、３、４） 

（３）情報連絡体制の整備 
ア 発災時には、有線による通信連絡が不可能となることが予想され、各所属に設置してある無線設備

や衛星携帯電話及び千葉県防災行政無線を活用して応急連絡体制の確立を図る。 
イ 無線局設置は図－５のとおりであり、常時使用できるよう整備する。 

（４） 応急給水（飲料水の供給） 
ア 被災工場の従業員等に対する飲料水の供給は、関係市と協力し避難場所等へ給水車等を使用して 

実施する。 

イ 給水車等の保有状況は別表のとおりである。 

（５）消火用水の確保に対する協力 
工場火災が発生した場合には、当該工場給水系統の配水管圧を可能な限りアップを図り、消火用水確

保に協力する。 
（６）被災水道施設の復旧等 

ア 送配水管が破損した場合は、応急的に至近距離にある仕切弁を閉め、断水区域を最小限度に止め、

要員を招集して管轄の優先順位に基づき復旧する。 
イ 被災工場の給水装置が破損し、当該工場管理者からの要請があった場合は、二次災害防止のため当

該給水装置の仕切弁を閉める。 
（７）復旧資機材の確保 

送配水管の復旧資機材は、県営水道と災害復旧等の協定を締結している業者等の保有している資機

材で対応する。ただし、災害発生当初は物流の停滞等により調達が困難となることがあるため、その

場合は県営水道の保有資機材で対応する。給水装置の復旧資機材は指定給水装置工事事業者等関係会

社が保有する資機材で対処する。なお、不足する場合は、製造業者等から調達する。 
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(4,040)

(25,700)

(122,000)

(10,800)

北総浄水場
(48,000)

(30,000)

(100,000)

図－１　上水道施設

（京葉臨海中部地区）
１．配管状況
　a.口径　　図のとおり
　b.材質　　ダクタイル鋳鉄管
　c.土被り　φ400以上　1.5m，φ350以下　1.2m

２．配水系統
　a.印旛取水場及び木下取水場→柏井浄水場→幕張給水場→千葉市
　b.高滝取水場→福増浄水場→千葉市及び市原市
　c.君津広域（企）→姉崎分場→千葉市及び市原市

３．管轄水道事務等
　a.千葉水道事務所（千葉市中央区南町1-4-7）
　　→　管轄区域　千葉市
　b.千葉西支所（千葉市美浜区真砂5-20）
　　→　管轄区域　千葉市
　c.市原支所（市原市五所1445-4）

→　管轄区域　市原市

φ
1
2
0
0

花見川区

幕張給水場
(90,000)

(18,000)

北船橋給水場
(104,000)

松戸給水場
（60,000)

栗山浄水場
(19,760)

福増浄水場
(30,000)

市原市

高滝取水場

大宮分場
(4,400)

千葉水道事務所

船橋北支所

北習志野分場

(4,000)

沼南給水場

(53,400)

（京葉臨海北部地区）
１．配管状況
　a.口径　　図のとおり
　b.材質　　ダクタイル鋳鉄管
　c.土被り　φ400以上　1.5m，φ350以下　1.2m

２．配水系統
　a.北総浄水場→北船橋給水場→妙典給水場→市川市及び浦安市
　b.矢切取水場→栗山浄水場→船橋給水場→市川市及び船橋市

３．管轄水道事務等
　a.市川水道事務所（市川市南八幡1-10-15）
　　→　管轄区域　市川市
　b.葛南支所（市川市新井3-15-10）
　　→　管轄区域　市川市及び浦安市

船橋給水場

c. かずさ（企）→姉崎分場→千葉市及び市原市 

かずさ（企） 
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図－4 現地本部の所管地域等（特別防災区域内） 
 

所掌する給水区域 所   属   名 

（京葉臨海中部地区） 
千葉市、市原市 

千葉水道事務所 
千葉水道事務所千葉西支所 
千葉水道事務所市原支所 
柏井浄水場 
福増浄水場 
誉田給水場 
施設整備センター 

（京葉臨海北部地区） 
市川市 

市川水道事務所 
市川水道事務所葛南支所 
栗山浄水場 
施設整備センター 
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（別表）給水車等の保有状況 
令和５年６月３０日現在 

     容 量 等     

 

 品 目 

容 量 別 内 訳               

20 L 1,000 L 1,700 L 2,000 L 4,000 L 計 

給 水 車     （台）   13        13台 

給水タンク（台）    69      69台 

ポ リ 容 器     （個）  2,226     2,226個 

容 量 計（L）  44,520 69,000 22,100   135,620 L 

  

 

 



２　工業用水道施設

PSコンクリート管・ダクタイル鋳鉄管・鋼管

4,500千㎥

4,236千㎥

3,883千㎥
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事故発生時の情報連絡系統図 
 千葉県企業局工業用水部の災害対策は、下記のとおりである。 
 
 
           企業部副部長（工業用水部長） 
 
 
 
 
           副 部 長 付（工業用水部次長） 
 
 
 
 
 
 
 
 
上表中、施設設備班が、本部との連絡調整に当たる。 
又、各出先機関に支部を置き、その位置及び所管地区は下記のとおりである。 
 

名       称 位 置 所 管 地 区 

千葉支部（千葉工業用水道事務所長） 千 葉 市 京葉臨海中部地区 

葛南支部（葛南   〃     ） 市 川 市  〃  北部 〃 

君津支部（君津   〃     ） 君 津 市  〃  南部 〃 

 
副部長の指令は、次の順序で伝達する。 
 
 
 
 
 
 
 
第５節 道路 

１ 一般国道 

特別防災区域に係る一般国道は、次の道路地図の太線（点線は予定地）である。千葉国道事務所の   

災害時の通信系統図、組織表及び道路応急復旧のための資機材一覧表はそれぞれ次のとおりである。 

工業用水班 
（工業用水管理課長） 

施設設備班 
（施設設備課長） 

副 部 長 班 長 班連絡員 班 員 

支部連絡員 支部長 支部員 



・支部長
     （支所）

千 葉 支 所

船 橋 支 所

木更津支所 協定会社

酒々井支所

柏   支   所

圏央道支所

支部班

広報班

総務資材班

情報連絡班 　　　班　　長

管理班 掛員

対策班

調整班

千葉支所

船橋支所

木更津支所

酒々井支所

柏 支 所 掛員

圏央道支所

連　　絡　　系　　統　　図

千　葉　国　道　支　部　組　織　表

支部長

　　　　　　　 　　  　副支部長　

地方自治体

その他関係機関

管理班

国　土　交　通　省　（本省）

関東地方整備局　（本部）

情報連絡班

千葉県石油コンビ
ナート等防災本部

県　警　本　部

県道路環境課

対策班

　　　支所長

調整班

広報班

千葉国道事務所（支部）

支部班

総務資材班

平成３１年４月１日現在
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平成３１年４月１日現在

資　　機　　材　　名 台　数

パトロールカー 7

散水車 2

路面清掃車 3

側溝清掃車 1

道路管理用無線固定局 8

　　　　〃　　　　　移動局 51

　　　　〃　　　　　基地局 8

排水管清掃車 2

多目的作業車 1

衛星通信車 1

照明車 1

待機支援車 1

対策本部車 1

資　機　材　一　覧　表
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一般国道道路図 

 

（平成３１年４月現在） 
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２ 一般県道 

特別防災区域における一般県道は次図の太線であり、災害時の市原土木事務所の組織編成及び連絡 

系統図はそれぞれ下表のとおりである。 
 
                                      
             市原土木事務所組織編成表 平成２８年４月１日現在 
 

（水防現地指導班から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 機 材 一 覧 表 
                               （出張所含） 

資 機 材 名 台   数 

小 型 ト ラ ッ ク ２ 

防 災 行 政 無 線 局 ２ 

衛 星 携 帯 電 話 ３ 

災 害 時 優 先 携 帯 電 話 ９ 

土  の  う  袋 ４，０００袋 

 
  

班 長 

副 班 長 

庶
務
係 

 

情
報
係 

災
害
係 

資
材
係 

（所長） 

（次長） 



 - 206 - 

    図  京葉臨海中部地区の一般県道 
 
 

京 葉 臨 海 中 部 地 区 
 

 
 
 
 
 

Ｌ＝１，３３５ｍ Ｗ＝２２ｍ 

市原土木事務所 
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道 路 応 急 復 旧 連 絡 系 統 図                  
 
                          対象路線  市原埠頭線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第６節 港湾施設 

 
１ 公共港湾施設の所在地等は図1及び図2のとおりである。 
２ 災害発生又はそのおそれが生じた場合は、上記施設及びその周囲の状況を次の連絡体系をもって把握

し、災害対策を講ずる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 被災施設については、次により早期復旧を図り利用者への影響を最小限に止めるよう措置する。 
（１）応急措置による施設の機能確保（2の連絡体系による指示） 
（２）施設の公共性及び緊急性を勘案した機能確保 
 
４ 油の流出による泊地、航路及びその他の施設の被害に対しては、「港湾区域内における流出油処理  

要領」により対処する。また、広域に至るおそれがある場合は、国等と連携体制をもってこれにあたる。 
 

県 土 整 備 部 長 

道 路 環 境 課 

市 原 土 木 事 務 所 
 

現 地 作 業 班          

災 害 現 場          

関東地方整備局 
道路部 
交通管理課 

関東地方整備局 
千葉国道事務所 

建 設 業 者 

隣接道路管理者 

道路災害発見者          
 

道 路 モ ニ タ ー          

市 原 警 察 署          

道路交通情報センター 

港 湾 課 

関東地方整備局 
千葉港湾事務所 

県土整備部長 

千葉港湾事務所 

葛南港湾事務所 

木更津港湾事務所 中央支所 

袖ケ浦支所 

市原支所 

関東地方整備局 
港湾空港部 
港湾空港防災・危

機管理課 
海洋環境・技術課 

千葉海上保安部 第三管区 
海上保安本部 
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図―１  千葉港公共港湾施設の概要（出典：千葉港要覧2016） 
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図―２  木更津港公共港湾施設の概況 （出典：木更津港要覧2017） 

 


